
令和８年度心と命のサポート事業（出前授業）実施要項 

岡山県教育庁人権教育・生徒指導課 

 

１ 趣旨 

  いじめや自殺の問題に直面した当事者や命に関わる仕事等に携わる方が直接学校を

訪問し、授業や講演を通じて、一人一人はかけがえのない存在であり、自他の命を傷

つけること、死を選ぶことは絶対にあってはならないこと等を伝え、命を大切にする

教育の一層の充実を図る。 

 

２ 対象 

    県内の公立小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学

校の児童生徒（岡山市立は除く） 

 

３ 実施期間 

   令和８年６月８日（月）から令和９年２月２６日（金）まで 

 

４ 事業内容 

  別添講師リストの中から学校が希望する講師を派遣する。 

   原則として、実施期間内に各校１回の利用に限る。ただし、高等学校で昼・夜間部

がある学校は各１回、特別支援学校は学部単位での申請を可とするが、合計２回を上

限とする。（※申込み状況により、実施の可否について相談する場合がある。） 

   本事業は、性教育を目的とする事業ではないため、必ず人権の視点を取り入れた授

業を計画すること。 

 

５ 費用 

    当該事業実施に係る経費は、原則として人権教育・生徒指導課が負担する。 

※旅費については岡山県職員等の旅費支給規則により算出した額を負担する。最寄

り駅・空港～学校間の講師送迎が必要な場合は、原則として学校で対応すること。 

 

６ 申込み方法 

提出書類 
令和８年度心と命のサポート事業（出前授業）申請書 

（Excelファイル【様式１】） 

提出方法 電子メール → jinkyo-shidou@pref.okayama.lg.jp 

申込み手順 

①申請書に必要事項を記入する（希望する講師、希望日時は第３希望まで

必ず記入すること） 

②所属長の決裁を得た上で、「日付」「発番」を入力する 

③申請書【Excelファイル：様式１】を添付し、電子メールで申請する 

その他 

締め切り内に申し込んだ学校は、５月下旬頃に講師決定通知をメールにて

送付します。５月中にメールが届かない場合は、当課まで電話にて御連絡

ください（電話番号：086-226-7612） 



７ 申込み締切り 

令和８年５月７日（木） 

※締切り後も受け付けるが、その場合、実施予定日の１か月前までに申し込むこと。 

ただし、予算等の都合上対応できない場合があるため、申請書を提出する前に対応

の可否を電話又はメールにて確認すること。 

 

８ 留意点 

 【講師決定について】 

●締切りまでに提出された申請を優先して、講師を決定する。 

●講師決定前に学校から直接講師に予約をとらないこと。（予算、日程等の都合上、

申請どおりの講師を派遣できないことがある） 

 ●当課からの「講師決定通知」の連絡後、添付する講師連絡先をもとに、講師と直接

打合せを行うこと。 

 

【出前授業終了後について】 

 ●出前授業終了後は、次のものを所属長の決裁を得た上でメールにて提出すること。 

 提出物 期限 

① 
令和８年度心と命のサポート事業（出前授業）終了報告書 

（Excelファイル【様式２】） 講演終了後 

１０日以内 
② 
児童生徒の書いた感想（各学年３～４名分抜粋したもの） 

（PDFもしくは wordファイル）※ 

※当課への提出物は当課保管用であり、当課から講師へは転送しない。また、個人情

報保護の観点から、児童生徒の氏名等の個人情報は掲載しないこと。 

 

【中止、変更の場合について】 

  ●やむを得ない理由で中止、変更する場合は、必ず当課に連絡すること。 

 

９ 事業の流れ（イメージ） 

 
⑤出前授業

学 ①申請書【様式１】提出＜5/7（木）までに＞ 講

（直接、岡山県教育庁人権教育・生徒指導課へ申請書を提出）

②出前授業依頼

③講師決定通知（５月下旬）

⑥実施報告書【様式２】･感想＜終了後１０日以内に＞

校 （直接、岡山県教育庁人権教育・生徒指導課へ報告書を提出） ⑦経費の支払い 師

※中止・変更（オンライン等への変更）

⇒各校が人権教育・生徒指導課に連絡

④実施についての詳細や配慮事項等の連絡調整

●事前準備（会場・資料等、講師と調整） ●講師と詳細内容の打合せ ●授業の運営・実施
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